
カード名 名鉄百貨店友の会カード

カード
デザイン

利用
終了日 令和8年2月28日(土)

名鉄百貨店友の会
カード利用終了と返金手続きのご案内

名鉄百貨店友の会は、令和8年2月28日(土)をもちまして
名鉄百貨店の店舗営業終了に伴い、友の会カードご利用を終了させていただきました。

友の会お積立中のお客様、未利用のカード残高をお持ちのお客様、
残高印字式の旧プリペイドカード・お買物券(紙券)をお持ちのお客様は、
民法に基づく法定利率(3%相当)を元本に加えて返金させていただきます。

返金を行う
発行者 株式会社めいてつカスタマーサービス 名鉄百貨店友の会

返金の対象 名鉄百貨店友の会カード

返金期間 令和8年3月4日(水)～令和8年8月31日(月)
※令和8年9月以降も返金を承りますが、詳細は別途ご案内いたします。

返金方法

〇窓口にお越しいただく場合
①友の会カード ②認印
③ご本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) の
3点をお持ちうえ、窓口までお越しください。
返金額が10万円を超える場合は、後日お振込とさせていただきます。
お振込先の金融機関名・支店名と口座番号もご用意ください。
(振込手数料は弊社負担)
【窓口】 ※駐車サービスはございません。

名古屋市中村区名駅南1丁目27-2 日本生命笹島ビル6階
(10時～18時) ※3月4日(水)から

〇窓口にお越しいただけない場合
①お手元に友の会カードをご用意の上、窓口までお電話ください。
②約1～2週間で返金書類をお送りいたします。
③書類の必要事項をご記入の上、同封する返信用封筒でご投函ください。
④書類到着後、約3～4週間でご指定の金融機関口座へお振込みいたします。
(振込手数料は弊社負担)

お問い合わせ 052-585-1775(10時～18時) ※3月1日(日)から

見
本
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会員証・お買物カード お買物カード

残高印字式の旧プリペイドカード・お買物券(紙券)


